
足場からの墜落災害の現状と
その防止対策について
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講演内容

１．建設業における災害の現状

２．最近の足場からの墜落災害防止対策

３．足場からの墜落防止に関する
平成２７年の労働安全衛生規則改正
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墜落・転落, 148

転倒, 10

飛来・落下, 18

崩壊・倒壊, 30

激突され, 26

はさまれ・巻き込ま

れ, 38

おぼれ, 15

交通事故（道路）, 45

その他, 47

平成26年 事故の型別死亡災害の発生状況（建設業）

１．建設業における災害の現状
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足場, 160

屋根、屋上, 119

ガケ、斜面, 110

窓、開口部、床の

端, 108

スレート等, 

75

梁、母屋, 72

はしご, 47塔等, 10

橋梁, 6

えん堤, 4

その他, 208

平成17年～21年に発生した建設業の墜落死亡災害の分類

屋根上、ガケ等、足場の設置が困難な場所からの墜落も多い
→プロジェクト研究（平成２４年度～２７年度）
墜落防止対策が困難な箇所における安全対策に関する研究 6



２．最近の足場からの墜落災害防止対策

平成 8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

足場先行工法
に関するガイドライン

（改正）足場先行工法
に関するガイドライン

手すり先行工法
に関するガイドライン

（改正）手すり先行工法等
に関するガイドライン

平成２１年
労働安全衛生
規則改正

平成２７年
労働安全衛生
規則改正

足場に関する規則・ガイドライン（厚生労働省）
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（1）足場先行工法

足場のない低層住宅建築工事

足場がない

墜落災害が多発していた



9
足場先行工法（住宅の柱や梁を建てる前に足場を設置）



足場先行工法に関するガイドライン

平成 8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

足場先行工法
に関するガイドライン

（改正）足場先行工法
に関するガイドライン

手すり先行工法
に関するガイドライン

（改正）手すり先行工法等
に関するガイドライン

平成２１年
労働安全衛生
規則改正

平成２７年
労働安全衛生
規則改正

足場に関する規則・ガイドライン（厚生労働省）
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11
足場先行工法により建築された住宅
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木造家屋建築工事における災害が墜落災害のみならず、
全体として劇的に減少した

平成８年→１８年 建設業全体：５１％、木造家屋全体：３３％
建設業墜落：４５％、木造家屋墜落：２５％

死亡者数

Wooden house (total)

Fall

1995   1996     1997    1998    1999     2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006    2007    2008

ガイドライン制定

ガイドライン改正

木造家屋全体
墜落

平成7 8 9  10   11 12  13   14  15  16   17  18  19  20
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（２）手すり先行工法

手すり先行工法により組立てられた足場
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足場の組立解体時に手すりなし 組立解体問わず常に手すりあり
１０数年以上前 現在、同工法使用時

先行手すり

足場の組立解体を行う作業床の最上層に常に手すりがある工法



平成 8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

足場先行工法
に関するガイドライン

（改正）足場先行工法
に関するガイドライン

手すり先行工法
に関するガイドライン

（改正）手すり先行工法等
に関するガイドライン

平成２１年
労働安全衛生
規則改正

平成２７年
労働安全衛生
規則改正

足場に関する規則・ガイドライン（厚生労働省）

手すり先行工法に関するガイドライン
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約3分の１の現場で実施している

平成２３年 厚生労働省調べ 3,657 現場

→普及過程にある

使用している
使用していない



厚生労働省により、「足場からの墜落防止措置に関する調査研究会」が
独立行政法人労働安全衛生総合研究所に設置され、
平成19年5月から平成20年10月までの1年5ヶ月にわたり検討

１．足場の墜落防止措置の現状
２．手すり先行工法の普及状況及び問題点
３．外国の規制の状況等の調査

実態の分析と対策策定のための所要の検討を行う

（３）平成21年労働安全衛生規則改正
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イギリス(ロンドン）の
足場の例
二段手すりに幅木

海外ではどうか？

従来の日本の規則
７５ｃｍの高さに手すり
１本のみ
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アメリカ（サンフランシスコ）の足場の例 従来の日本の規則、
交さ筋かいの下に下桟 下桟不要
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メッシュシートは墜落防止に有効か？
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21
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手すり先行工法
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１ ．足場からの墜落防止措置等の充実の考え方

(ｱ) 単管足場等（従来は75cm以上の高さに１本設置）
手すり（高さ85㎝以上）及び桟（高さ35㎝～50㎝の位置）を設置する。
（同等の措置を含む。）

(ｲ) わく組足場（従来は交さ筋かいのみでよかった）
交さ筋かいに、桟（高さ15㎝～40㎝の位置）又は幅木（高さ15㎝以上）を設置
する。（同等の措置を含む。）

物体の落下防止関係
幅木（高さ10㎝以上）、防網又はメッシュシートを設置する。

検討結果

作業床

桟

手すり

35㎝～50㎝
85㎝以上

作業床

桟

15㎝～40㎝ 15㎝以上

幅木

交さ筋かい
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２． 足場組立工法のあり方についての考え方

「手すり先行工法に関するガイドライン」について、手すり先行工法の一
層の普及・定着を図るべきである。

３．足場の安全点検を充実する考え方

（１） 足場の組立て・変更時点検の充実
当該足場を用いる仕事が終了するまでの間、記録し保存する。

（２） 作業開始前点検を行う

１～３については災害データを蓄積して再検討する

１と３については労働安全衛生規則に反映
（平成21年3月2日公布、平成21年6月1日施行）
２については平成21年4月24日改正

建設工事すべて

平成27年3月5日公布、平成27年7月1日施行

さらに改正

厚生労働省が足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会を開催
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労働安全衛生規則改正

平成 8   9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27

足場先行工法
に関するガイドライン

（改正）足場先行工法
に関するガイドライン

手すり先行工法
に関するガイドライン

（改正）手すり先行工法等
に関するガイドライン

平成２１年
労働安全衛生
規則改正

平成２７年
労働安全衛生
規則改正

足場に関する規則・ガイドライン（厚生労働省）
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３．足場からの墜落防止に関する
平成２７年の労働安全衛生規則改正

厚生労働省：
足場からの墜落防止措置の効果検証・評価検討会
に参画

安衛研でも墜落防止に関する研究を実施し
協力した
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足場からの墜落防止に関する
アンケート調査の実施

安全帯

くさび緊結式足場の安全帯
取付設備の検討

 

800mm 
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検討会による効果の検討

労働災害発生状況の推移 単位（人）

平成20年（1,133） → 平成22年（713）→ 平成25年（958）
平成21年3月規則改正

改正直後は減少したが、近年はまた増加傾向にある
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安衛則に基づく墜落防止措置が実施されていなかったものが約９割を占める

しかし、安衛則に基づく措置を行っても防げない災害もあった
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平成２７年、改正労働安全衛生規則の要点
１ 特別教育の追加（安衛則第36条及び第39条関係）
２ 架設通路に係る墜落防止措置の充実（安衛則第552条）
３ 鋼管足場に使用する鋼管等について（安衛則第560条関係）
４ 足場の作業床に係る墜落防止措置の充実（安衛則第563条関係）
５ 足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実（安衛則第564条関係）
６ 令別表第8第1号に掲げる部材等を用いる鋼管足場について
（安衛則第571条関係）
７ 令別表第8第1号から第3号までに掲げる部材以外の部材等を用いる
鋼管足場について（安衛則第572条関係）
８ 作業構台に係る墜落防止措置の充実（安衛則第575条の6関係）
９ 注文者の点検義務の充実（安衛則第655条及び第655条の2関係）
10 その他所要の改正
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※２，３，７，８の概略（今回は説明を省略します）
・架設通路、作業構台は足場と同等の改正
・足場の部材の明確化



＜現行＞
足場における高さ２m以上の作業場所に設けら
れる作業床の要件
① 幅は40㎝以上、
床材間の隙間
は３㎝以下

② 足場からの手すり等の墜落防止設備につい
て、作業の性質上これらの設備を設けることが
著しく困難な場合や作業の必要上臨時にこれ
らの設備を取り外す場合において、一定の要
件を満たしたときは、これらの設備を設けな
いことや取り外すことができる。

H27労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要
（足場からの墜落防止対策の強化関係）

＜改正後＞
足場における高さ２m以上の作業場所に設けられる作
業床の要件
① 現行①に加え、床材と建地と
の隙間は12㎝未満とすること
を追加する。
※ 一定の場合には、床材と建地との
隙間が12cm以上の箇所に防網を張
る等の墜落防止措置で代替可能。

② 現行②の一定の要件として、
当該箇所への関係労働者以外の者の立入りを禁止
することを追加する。

③ 作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外したと
きは、当該作業が終了した後、直ちに取り外した設備
を元の状態に戻さなければならないことを追加する。

④ ②及び③については、架設通路及び作業構台につ
いても同様の措置を追加する。

（２）足場の作業床に係る墜落防止措置の充実

３．改正の概要

＜現行＞
足場の組立て等の作業に従事する

労働者に対する特別教育の義務はな
い。

＜改正後＞
足場の組立て等の作業に係る業務（地上又は堅固な床上での

補助業務を除く。）を特別教育の対象とする。

（１）足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育の追加

32



アンケート調査は、平成26 年1 月31 日から2月14 日に実施
アンケート調査対象者は1,060 人で、有効回答者数556 人、有効回答率52.5％
アンケートの主な内容は、
（1）通常作業時における足場からの墜落防止措置
（2）足場の組立て作業時の墜落防止措置
（3）足場の組立て・解体等に関する教育
（4）足場の点検等 33



７９．１％が「必要」「必ずしも必要ではないが、望ましい」と回答
特別教育の必要性がある 34

①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

91 87 34 13 225
(40.4%) (38.7%) (15.1%) (5.8%) (100.0%)

（理由欄の要旨）
①必要 91 100%

44 48% 100%
①関係者には最低限の知識が必要 27 30% 61%
②安全意識を向上させるため 6 7% 14%
③人の墜落防止対策に有効 2 2% 5%
その他 9 10% 20%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 87 100%
27 31% 100%

①関係者には最低限の知識が必要 10 11% 37%
②作業主任者が現場で指揮すればよい 4 5% 15%
③受講のための時間を確保することが大変である 3 3% 11%
その他 10 11% 37%

③不要 34 100%
20 59% 100%

①作業主任者が現場で指揮すればよい 5 15% 25%
②足場の組立て等作業主任者技能講習を受講している 3 9% 15%
③対象者が多すぎて特別教育を受けることができない 1 3% 5%
その他 11 32% 55%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

足場の組立て、変更または変更の作業の従事者に対する特別教育
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建設業以外でも、足場
の組立て等の作業に労
働者を就かせる場合は
特別教育を行う
必要があります



＜現行＞
足場における高さ２m以上の作業場所に設けら
れる作業床の要件
① 幅は40㎝以上、
床材間の隙間
は３㎝以下

② 足場からの手すり等の墜落防止設備につい
て、作業の性質上これらの設備を設けることが
著しく困難な場合や作業の必要上臨時にこれ
らの設備を取り外す場合において、一定の要
件を満たしたときは、これらの設備を設けな
いことや取り外すことができる。

H27労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要
（足場からの墜落防止対策の強化関係）

＜改正後＞
足場における高さ２m以上の作業場所に設けられる作
業床の要件
① 現行①に加え、床材と建地と
の隙間は12㎝未満とすること
を追加する。
※ 一定の場合には、床材と建地との
隙間が12cm以上の箇所に防網を張
る等の墜落防止措置で代替可能。

② 現行②の一定の要件として、
当該箇所への関係労働者以外の者の立入りを禁止
することを追加する。

③ 作業の必要上臨時に墜落防止設備を取り外したと
きは、当該作業が終了した後、直ちに取り外した設備
を元の状態に戻さなければならないことを追加する。

④ ②及び③については、架設通路及び作業構台につ
いても同様の措置を追加する。

（２）足場の作業床に係る墜落防止措置の充実

３．改正の概要

＜現行＞
足場の組立て等の作業に従事する

労働者に対する特別教育の義務はな
い。

＜改正後＞
足場の組立て等の作業に係る業務（地上又は堅固な床上での

補助業務を除く。）を特別教育の対象とする。

（１）足場の組立て等の作業に係る業務の特別教育の追加
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床材

柱

柱と床材の隙間

この隙間から墜落

この隙間を12ｃｍ未満にする

柱
（建地）

37



①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

287 46 7 9 349
(82.2%) (13.2%) (2.0%) (2.6%) (100.0%)
27 15 0 3 45
(60.0%) (33.3%) (0.0%) (6.7%) (100.0%)

314 61 7 12 394
(79.7%) (15.5%) (1.8%) (3.0%) (100.0%)

（理由欄の要旨）
314 100%
166 53% 100%

①人の墜落防止に有効 85 27% 51%
②人の墜落、物の落下防止に有効 16 5% 10%
③安全な作業ができる 10 3% 6%
その他 55 18% 33%

61 100%
28 46% 100%

①人の墜落防止に有効 5 8% 18%
②作業によってすき間があった方が良い場合もある 3 5% 11%
③人が墜落しない幅なら不要 2 3% 7%
その他 18 30% 64%

7 100%
4 57% 100%

①現行で問題は生じていない 1 14% 25%
①作業に支障が出ている 1 14% 25%
その他 2 29% 50%

主に使用して
いる足場の種

類

わく組足場

わく組足場
以外

総計

②必ずしも必要ではないが、望ましい

③不要
　理由欄回答数

　理由欄回答数

①必要
　理由欄回答数

人

人

わく組足場における柱と床材の隙間を狭くする措置に関する結果

95%以上が、「必要」または「望ましい」と回答しており、柱と床材の隙間を狭くする
措置は重要と考えられる
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＜改正後＞
① 対象を高さ２m以上の構造の足場まで拡大する。
② 足場材の緊結等の作業を行うときは、次の措置を講ずるこ
ととする。
イ 幅40cm以上の作業床を設けること。
※ ただし、作業床を設けることが困難なときを除く。

ロ 安全帯取付け設備
等の設置及び安全帯
を使用させる措置を
講ずること。
※ ただし、これらの措置
と同等以上の効果を
有する措置を講じた
ときを除く。

H27労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要
（足場からの墜落防止対策の強化関係）

＜現行＞
つり足場、張出し足場又は高さが５m以上
の構造の足場の組立て、解体又は変更の
作業について、事業者は、墜落防止措置
等（※）を講じなければならない。
※ 事業者が講じなければならない墜落防
止措置等
イ 組立て等の時期等を作業に従事する
労働者に周知させること

ロ 組立て等の作業を行う区域内の関係
労働者以外の労働者の立入りを禁止
すること

ハ 悪天候のため、作業の実施について
危険が予想されるときは、作業を禁止
すること

ニ 足場材の緊結等の作業にあっては、
幅20cm以上の足場板を設け、労働
者に安全帯を使用させる等労働者の
墜落による危険を防止するための措
置を講ずること

ホ 材料等を上げ、又はおろすときは、
つり網等を労働者に使用させること

（３）足場の組立て等の作業に係る墜落防止措置の充実

親綱

親綱支柱

安全帯取付け設備の例

手すりわく

＜現行＞ ＜改正後＞
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①適当
②適当である
が、問題もあ

る
③不適当 無回答 総計

105 64 12 6 187
(56.1%) (34.2%) (6.4%) (3.2%) (100.0%)
19 10 2 7 38
(50.0%) (26.3%) (5.3%) (18.4%) (100.0%)

124 74 14 13 225
(55.1%) (32.9%) (6.2%) (5.8%) (100.0%)

※１　手すり先行工法のいずれか１つ以上の方式で、足場の組立て作業の経験が
　　　「①よくある」又は「②時々ある」と回答した者
※２　手すり先行工法のすべて方式で、足場の組立て作業の経験が、「③ほとんどない」、
　　　「④ない」又は「無回答」と回答した者
（理由欄の要旨）
①適当 124 100%

23 19% 100%
①より安全な作業手順である 5 4% 22%
②人の墜落防止に有効 4 3% 17%
③安心感がある 2 2% 9%
その他 12 10% 52%

②適当であるが、問題もある 74 100%
41 55% 100%

①安全帯の掛け替えを何度も行わなければならない 12 16% 29%
②行動範囲が限られる 6 8% 15%
③手すりの強度（安全帯を掛けた場合を含む）に不安がある 4 5% 10%
その他 19 26% 46%

③不適当 14 100%
9 64% 100%

①行動範囲が限られる 2 14% 22%
①墜落することもある 2 14% 22%
③親綱の方が良い 1 7% 11%
その他 4 29% 44%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

手すり先行工
法による足場
の組立て経験

あり　※１

なし　※２

総計

①適当
②適当である
が、問題もあ

る
③不適当 無回答 総計

69 73 31 14 187
(36.9%) (39.0%) (16.6%) (7.5%) (100.0%)
18 12 1 7 38
(47.4%) (31.6%) (2.6%) (18.4%) (100.0%)

87 85 32 21 225
(38.7%) (37.8%) (14.2%) (9.3%) (100.0%)

※１　手すり先行工法のいずれか１つ以上の方式で、足場の組立て作業の経験が
　　　「①よくある」又は「②時々ある」と回答した者
※２　手すり先行工法のすべて方式で、足場の組立て作業の経験が、「③ほとんどない」、
　　　「④ない」又は「無回答」と回答した者

（理由欄の要旨）
①適当 87 100%

17 20% 100%
①親綱による墜落防止対策で十分である 3 3% 18%
①移動しやすい 3 3% 18%
③先行手すりを設置しても親綱が必要である 1 1% 6%
その他 10 11% 59%

②適当であるが、問題もある 85 100%
37 44% 100%

①親綱の強度などについて不安がある 6 7% 16%
②親綱に比べ手すり先行の方が安全である 3 4% 8%
②親綱は複数人が同時に使用できず問題がある 3 4% 8%
その他 25 29% 68%

③不適当 32 100%
15 47% 100%

①親綱の強度などについて不安がある 4 13% 27%
②作業に支障がでる 3 9% 20%
③親綱は複数人が同時に使用できず問題がある 2 6% 13%
その他 6 19% 40%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

なし　※２

総計

手すり先行工
法による足場
の組立て経験

あり　※１

足場の外側に一層下から先行して手すりを設置し
安全帯をかける措置

一層下から先行して親綱を設置し安全帯をかける措置

問題もあるが適当であるとの意見が大部分を占めている 40



一段下の作業床

最上層の作業床

先行手すり

手すり先行工法により一段下
の作業床から先行手すりを
取り付けそこに安全帯をかける

安全帯取付け設備の例

安全帯取付け設備
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H27労働安全衛生規則の一部を改正する省令の概要
（足場からの墜落防止対策の強化関係）

＜改正後＞
建地の下端に作用する設計荷重（足場の重量に相当
する荷重に、作業床の最大積載重量を加えた荷重をい
う。）が最大使用荷重（当該建地の破壊に至る荷重の２
分の１以下の荷重をいう。）を超えないときは、鋼管
を２本組とすることを要しないものとする。

（４）鋼管足場に係る規定の見直し

＜現行＞
特定事業の仕事を自ら行う注文者が請負人の労
働者に足場又は作業構台を使用させる場合で
あって、強風等の悪天候、中震以上の地震の後に
おいては、足場又は作業構台における作業を開始
する前に、当該足場の状態等について点検し、危
険のおそれがあるときは、速やかに修理すること。

＜改正後＞
足場又は作業構台の組立て、一部解体又は変更の後
においても、足場又は作業構台における作業を開始す
る前に、当該足場の状態等について点検し、危険のお
それがあるときは、速やかに修理することとする。

（５）注文者の点検義務の充実

＜現行＞
規格に適合する鋼管足場
のうち単管足場について、
建地の最高部から測って
31mを超える部分の建地
は鋼管を２本組とすること。

最
高
部
か
ら
測
っ
て

31
ｍ
よ
り
下
の
部
分

最
高
部
か
ら
測
っ
て

31
ｍ
ま
で
の
部
分

鋼
管
２
本
組
の
例
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①必要
②必ずしも必
要ではない
が、望ましい

③不要 無回答 総計

110 84 18 13 225
(48.9%) (37.3%) (8.0%) (5.8%) (100.0%)

（理由欄の要旨）
①必要 110 100%

53 48% 100%
①計画通りに足場が組まれているか確認する必要がある 18 16% 34%
②現場の統括をしている元請が確認すべきものである 7 6% 13%
③複数の目で確認した方が良い 5 5% 9%
その他 23 21% 43%

②必ずしも必要ではないが、望ましい 84 100%
30 36% 100%

①複数の目で確認した方が良い 6 7% 20%
②計画通りに足場が組まれているか確認する必要がある 4 5% 13%
③現場の統括をしている元請が確認すべきものである 2 2% 7%
その他 18 21% 60%

③不要 18 100%
8 44% 100%

①足場を使用する者が確認すればよい 1 6% 13%
①元方事業者は点検方法等知らない 1 6% 13%

1 6% 13%

その他 5 28% 63%

　理由欄回答数

　理由欄回答数

　理由欄回答数

①現場を仕切る作業主任者が責任をもって確認するべき
である

足場の組立て・変更を依頼した元方事業者等の注文者による点検

８５％以上が必要または望ましい
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施行日と経過措置について

１ 施行日
平成27年７月１日

２ 経過措置
（１）特別教育に関する経過措置

改正省令の施行（平成27年７月１日）の際現に「足場の組立て等の作業
に係る業務（地上又は堅固な床上での補助業務を除く。）」に従事してい
る※１者については、平成29年６月30日までの間は、当該業務に関する特別
の教育を行うことを要しない。
※１ 「現に従事している」とは、当該業務に就いていることをいい、施行日時点に、建設

工事の現場等において、現に当該業務を行っていることまでを求める趣旨ではない

（２）足場の作業床に関する経過措置
はり間方向における建地の内法幅が64cm未満の足場の作業床であって、

床材と腕木との緊結部が特定の位置に固定される構造のものについては、
改正省令の施行（平成27年７月１日）の際現に存する鋼管足場用の部材が
用いられている場合※２に限り、第563条第１項第２号ハ「床材と建地との
隙間は、12cm未満とすること」の規定は、適用しない※３。
※２ 床材及び腕木の両方に現に存する鋼管足場用の部材が用いられている場合。
※３ 足場の一部の作業床が本経過措置に該当する場合は、当該作業床に限り第563条第１

項第２号ハを適用しない。
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足場の組立て等の業務に係る特別教育（適用日平成27年7月１日）

科目 範囲 時間
（参考）
既従事者に
対する時間※

学
科
教
育

Ⅰ
足場及び作業の方法
に関する知識

足場の種類、材料、構造及び組立図 足場の組
立て、解体及び変更の作業の方法 点検及び補
修 登り桟橋、朝顔等の構造並びにこれらの組
立て、解体及び変更の作業の方法

３時間 １時間30分

Ⅱ
工事用設備、機械、
器具、作業環境等に
関する知識

工事用設備及び機械の取扱い 器具及び工具
悪天候時における作業の方法

30分 15分

Ⅲ
労働災害の防止に関
する知識

墜落防止のための設備 落下物による危険防止
のための措置 保護具の使用方法及び保守点検
の方法 感電防止のための措置 その他作業に
伴う災害及びその防止方法

１時間30分 45分

Ⅳ 関係法令 法、令及び安衛則中の関係条項 1時間 30分

計 ６時間 ３時間

※ 適用日時点で、現に足場の組立て、解体又は変更の作業に係る業務（地上又は堅固な床上における補
助作業の業務を除く。）に従事している者に対する特別教育の時間
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おわりに

足場からの墜落災害防止対策は、労働安全衛生規則改正
や各種先行工法のガイドライン等により、着実に減少して
います。

平成27年7月から施行された改正労働安全衛生規則等に
より、足場からのみならず、全ての墜落災害がなくなることを
期待しています。


